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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成25年2月21日(2013.2.21)

【公開番号】特開2011-146477(P2011-146477A)
【公開日】平成23年7月28日(2011.7.28)
【年通号数】公開・登録公報2011-030
【出願番号】特願2010-5017(P2010-5017)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   1/02     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/00     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   3/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ   1/02    　　　Ｒ
   Ｈ０５Ｋ   3/00    　　　Ｐ
   Ｈ０５Ｋ   3/46    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成25年1月8日(2013.1.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線基板の表面となる絶縁層と、
　前記絶縁層内に設けられ、一方の面が前記絶縁層の表面に露出し、他方の面と側面とが
前記絶縁層に接している電極パッドと、
　前記絶縁層内に設けられ、一方の面が前記絶縁層の表面に露出し、他方の面と側面とが
前記絶縁層に接している位置合わせマークと、
　前記絶縁層の裏面に設けられ、前記電極パッドの他方の面を露出するビアホールと、
　前記絶縁層の裏面に設けられ、前記ビアホール内に設けられたビアにより前記電極パッ
ドに接続される配線層と、を有し、
　前記位置合わせマークの一方の面は、粗化面とされており、かつ、前記絶縁層の表面に
対して窪んだ位置に露出している配線基板。
【請求項２】
　前記粗化面の表面粗さＲａは、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍの範囲である請求項１記載
の配線基板。
【請求項３】
　前記位置合わせマークの平面形状は、円形、矩形、又は十字形である請求項１又は２記
載の配線基板。
【請求項４】
　支持体の一方の面に金属層を形成する工程と、
　前記金属層に位置合わせマーク及び電極パッドをとなる第１配線層を積層形成する工程
と、
　前記金属層及び前記第１配線層を覆うように、前記支持体の前記一方の面に配線基板の
表面となる絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層に、前記第１配線層の前記電極パッドとなる部分を露出するビアホールを形
成する工程と、
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　前記絶縁層上に、前記ビアホール内に設けられたビアにより前記電極パッドと接続され
る第２配線層を形成する工程と、
　前記支持体を除去する工程と、
　前記金属層を除去し、前記絶縁層の表面から窪んだ位置に前記第１配線層の前記位置合
わせマークとなる部分を露出させる工程と、
　前記第１配線層の前記位置合わせマークとなる部分の、前記絶縁層の表面から露出する
面を粗化面とする工程と、を有する配線基板の製造方法。
【請求項５】
　支持体の一方の面に金属層を形成する工程と、
　前記金属層の前記支持体と接する面の反対面を粗化面とする工程と、
　前記金属層に位置合わせマーク及び電極パッドとなる第１配線層を積層形成し、前記第
１配線層の前記位置合わせマークとなる部分の前記反対面と接する面に前記粗化面を転写
する工程と、
　前記金属層及び前記第１配線層を覆うように、前記支持体の前記一方の面に配線基板の
表面となる絶縁層を形成する工程と、
　前記絶縁層に、前記第１配線層の前記電極パッドとなる部分を露出するビアホールを形
成する工程と、
　前記絶縁層上に、前記ビアホール内に設けられたビアにより前記電極パッドと接続され
る第２配線層を形成する工程と、
　前記支持体を除去する工程と、
　前記金属層を除去して、前記第１配線層の前記位置合わせマークとなる部分の、前記粗
化面が転写された面を前記絶縁層の表面から窪んだ位置に露出させる工程と、を有する配
線基板の製造方法。
【請求項６】
　前記支持体を給電層に利用する電解めっき法により前記金属層を形成すると同時に、前
記金属層の前記支持体と接する面の反対面を粗化面とする請求項５記載の配線基板の製造
方法。
【請求項７】
　エッチング又はブラスト処理により前記金属層の前記支持体と接する面の反対面を粗化
面とする請求項５記載の配線基板の製造方法。
【請求項８】
　エッチング又はブラスト処理により前記絶縁層の表面から露出する面を粗化面とする請
求項４記載の配線基板の製造方法。
【請求項９】
　前記支持体と前記金属層とは異なる材料で構成されており、
　前記支持体を所定のエッチング液で除去した後、前記金属層を前記所定のエッチング液
とは異なるエッチング液で除去する請求項４乃至８の何れか一項記載の配線基板の製造方
法。
【請求項１０】
　前記金属層を形成する工程では、前記支持体の一方の面に深さ調整層を形成後、更に前
記深さ調整層に金属層を積層形成し、
　前記支持体及び前記深さ調整層を除去後、前記金属層を除去する請求項４乃至９の何れ
か一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記粗化面の表面粗さＲａは、５０ｎｍ＜Ｒａ＜２００ｎｍの範囲である請求項４乃至
１０の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記位置合わせマークの平面形状は、円形、矩形、又は十字形である請求項４乃至１１
の何れか一項記載の配線基板の製造方法。
【請求項１３】
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　請求項１乃至３の何れか一項記載の配線基板と、
　前記配線基板に搭載された半導体チップと、を有する半導体パッケージ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本配線基板は、配線基板の表面となる絶縁層と、前記絶縁層内に設けられ、一方の面が
前記絶縁層の表面に露出し、他方の面と側面とが前記絶縁層に接している電極パッドと、
前記絶縁層内に設けられ、一方の面が前記絶縁層の表面に露出し、他方の面と側面とが前
記絶縁層に接している位置合わせマークと、前記絶縁層の裏面に設けられ、前記電極パッ
ドの他方の面を露出するビアホールと、前記絶縁層の裏面に設けられ、前記ビアホール内
に設けられたビアにより前記電極パッドに接続される配線層と、を有し、前記位置合わせ
マークの一方の面は、粗化面とされており、かつ、前記絶縁層の表面に対して窪んだ位置
に露出していることを要件とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本配線基板の製造方法は、支持体の一方の面に金属層を形成する工程と、前記金属層に
位置合わせマーク及び電極パッドをとなる第１配線層を積層形成する工程と、前記金属層
及び前記第１配線層を覆うように、前記支持体の前記一方の面に配線基板の表面となる絶
縁層を形成する工程と、前記絶縁層に、前記第１配線層の前記電極パッドとなる部分を露
出するビアホールを形成する工程と、前記絶縁層上に、前記ビアホール内に設けられたビ
アにより前記電極パッドと接続される第２配線層を形成する工程と、前記支持体を除去す
る工程と、前記金属層を除去し、前記絶縁層の表面から窪んだ位置に前記第１配線層の前
記位置合わせマークとなる部分を露出させる工程と、前記第１配線層の前記位置合わせマ
ークとなる部分の、前記絶縁層の表面から露出する面を粗化面とする工程と、を有するこ
とを要件とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本配線基板の製造方法は、支持体の一方の面に金属層を形成する工程と、前記金属層の
前記支持体と接する面の反対面を粗化面とする工程と、前記金属層に位置合わせマーク及
び電極パッドとなる第１配線層を積層形成し、前記第１配線層の前記位置合わせマークと
なる部分の前記反対面と接する面に前記粗化面を転写する工程と、前記金属層及び前記第
１配線層を覆うように、前記支持体の前記一方の面に配線基板の表面となる絶縁層を形成
する工程と、前記絶縁層に、前記第１配線層の前記電極パッドとなる部分を露出するビア
ホールを形成する工程と、前記絶縁層上に、前記ビアホール内に設けられたビアにより前
記電極パッドと接続される第２配線層を形成する工程と、前記支持体を除去する工程と、
前記金属層を除去して、前記第１配線層の前記位置合わせマークとなる部分の、前記粗化
面が転写された面を前記絶縁層の表面から窪んだ位置に露出させる工程と、を有すること
を要件とする。
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